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成年後見制度とは

➢平成12年に創設

➢認知症や知的障害・精神障害により

財産管理や日常生活に支障がある人の法律行為を支える制度
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財産の管理契約 協議

判断能力の
不十分な方々

成年後見人等

保護と支援

• 具体的には・・・

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預

貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設へ

の入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分で

これらのことをするのが難しい場合がある。また、自分に不利益な契約であってもよく判

断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもある。このような判断

能力の不十分な方々を保護し、支援するもの



成年後見制度の種類となり手
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〇任意後見

本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来

その方に委任する事務（本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務）の

内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの

事務を本人に代わって行う制度

〇法定後見

本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年

後見人等が本人を法律的に支援する制度

・補助…判断能力が不十分な方

・保佐…判断能力が著しく不十分な方

・後見…判断能力が欠けているのが通常の状態の方

事前

事後

➢種類

➢なり手

親族
本人にとって

身近な頼れる人

市民後見人
専門的な研修を受けた

地域の人

法律・福祉の専門職
弁護士、司法書士、

社会福祉士など

福祉関係の法人など



成年後見人等の内訳

➢成年後見人等申し立ては、年々増加している。

➢配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその他親族を含めた親族が成年後見人等に選任されたものが全体

の約２割を占める。

➢親族以外が成年後見人等に選任されたもののうち、専門職が約８５％、市民後見人は約１％を

占める。
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その他個人

その他法人

市民後見人

社会福祉協議会

社会保険労務士

精神保健福祉士

行政書士

税理士

社会福祉士

司法書士

弁護士

親族



市民後見人の活動

➢市民後見人として活動するまでの流れ

①地元自治体が開催する市民後見人養成講座を受講（知識・技術・姿勢を習得）

②地元社会福祉協議会やNPO法人などが実施する事業に、権利擁護に関わる支援員として活動して

経験を重ねる

③地元自治体が整備する市民後見人候補者名簿に登載

④地元自治体から成年後見人等の候補者として推薦され、家庭裁判所から選任を受けて市民後見人

としての活動をスタート

⑤選任後も地元自治体の社会福祉協議会等が市民後見人の相談に対応、支援

➢市民後見人が活躍するための選任方法の工夫

 従来の選任方法 → ①単独受任型 ②複数受任型 ③監督人選任型

〇専門職後見人から市民後見人へのリレー方式

・専門職後見人が選任されている継続中の事件で，既に課題が解決している事案

・開始時の課題により選任の困難さがあるが，当該課題解決後に市民後見人が活躍できる事案

〇市民後見人を含めた複数受任から市民後見人のみの単独受任を行う２段ロケット方式

 ・開始時の課題により単独選任の困難さがあるが，当該課題解決後に既知のケースをそのまま

引き継ぎ、市民後見人が活躍できる事案

・単独受任前に、専門職又は市社協との複数後見を経験することができる事案 5



成年後見人等の役割

➢本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援
すること
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ｃ

◆財産管理：本人の不動産や預貯金などの財産を管理
・定期預金の解約や、振込などの銀行の手続、公共料金の支払い、その他収入・

支出の管理など
・本人の代わりとして遺産分割協議への参加

◆身上監護：本人の生活や健康，療養等に関する法律行為を行うこと
・入院や介護に関する契約の締結
・住居の確保に関する契約や老人ホームなどの施設への入所・退所に関する

契約の締結

◆裁判所への報告：後見等事務の報告

◆事実行為：本人の生活や健康管理のために何らかの労務を直接提供する行為
・送迎や買物、掃除、本人の介護、調理など

◆身分行為：法律上の身分関係に関する法律効果を発生させ、あるいは変更、
消滅させる行為

・養子縁組をする、子の認知をする
・婚姻届、離婚届を出す
◆その他

・身元保証人となること
・侵襲を伴う医療行為の同意



成年後見制度の手続き方法

（※）成年後見の申立ては、本人、配偶者または4親等内の親族が家庭裁判所に行うが、
本人の判断能力が不十分で、身寄りがないなど様々な理由で申立てを行う親族が
いない、またはいても申立ての可能性や意思がない場合等には、市町村長が申立てを
行う。費用負担が生じる場合あり。
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申立て

原則として本人が住んでいる所の家庭
裁判所へ申請（※）

審判手続き

家庭裁判所は、申立てに対して事情を

尋ねたり、本人の

判断能力について鑑定を実施
（鑑定には別途費用が必要）

審判
後見開始

審判後、後見人などによる

援助が開始



成年後見制度の現状

➢成年後見関係事件の推移

事件の申し立ては年々増加しており、これに伴い市町村長申し立ても増加している。

➢成年後見制度利用における認知症の割合

利用開始の原因疾患として

認知症が６割強で

最も多い原因を占める。
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認知症施策に関連した成年後見制度に係る国の計画

Ⅲ 基本的施策 

４．認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護 

成年後見制度については、「第二期成年後見制度利用促進基本計画」（令和４（2022）年３月 25 日
閣議決定）を踏まえ、その見直しの検討を進めるとともに、総合的な権利擁護支援策の充実等につい
て検討する。
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認知症施策推進基本計画

第二期成年後見制度利用促進基本計画
Ⅱ 基本的施策 

１ 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実

２ 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等

３ 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり

４ 優先して取り組む事項

（２）担い手の確保・育成等の推進

② 市民後見人の育成・活躍支援

④ 専門職後見人の確保・育成



県          市町村

県と市町村の役割(第二期成年後見制度利用促進計画KPIより)
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担い手の確保・育成等の推進
（方針の策定・養成研修の実施など）

機能強化（協議会の設置）

意思決定支援研修の実施

任意後見制度の利用促進
（周知・広報など）

市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進
（研修の実施など）

権利擁護支援の行政計画等の
策定推進

制度や相談窓口の周知

中核機関の整備と
コーディネート機能の強化

体制

実務

地域連携ネットワークのコーディ
ネートを担う中核的な機関や体制

のこと。運営は、地域の実情に応じ、
市町村による直営又は市町村から

の委託などにより行う。

市民後見人に身近な市町村が、
市民後見人の活動支援に取り

組むことが本来は望ましい

専門職の後見人はそれぞれの
専門性に応じた受任を想定し、
各専門職団体で対応することを
基本とするため、専門職団体が

専門職を育成していくことが
期待される。



県での取り組み

➢成年後見制度利用促進体制整備事業（厚生企画課）
①「成年後見制度利用促進協議会（仮称）」の設置 ※今年度は準備会を設置予定

目 的：専門職団体や関係機関により構成する協議会を設置し、成年後見制度利用
促進に関する方針の策定や情報共有を図ること

構成員：県・市町村・県社協及び専門職団体など

②市町村・中核機関等の職員向け研修会の開催
目 的：市町村長申立てや意思決定支援、担い手の育成等への理解を深め、成年

後見制度の利用促進を図ること
 日 時：年１回（今年度は令和6年12月9日（月）に実施）
対象者：県・市町村職員、市町村社会福祉協議会職員等、その他「権利擁護支援」に

関心がある方
 内 容：・市民後見・法人後見について

・市町村長申立てについて
・意思決定支援について

➢権利擁護人材確保事業（高齢福祉課）
 目 的：認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加が見込まれる中、市民後見

 事業の利用に向けた取組を行っていくこと
   対象経費：市民後見推進事業の実施に係る経費

 補 助 率 ：3/4（補助基準額200万円）
 実施主体：市町村 11



権利擁護人材確保事業での取り組み例

➢富山市（委託事業）

とやま福祉後見サポートセンター

住 所：富山市今泉83-1 富山市社会福祉協議会 内

電話番号：076-422-3414

H P：https://www.toyamacity-shakyo.jp/?tid=100163

業務内容：相談、利用促進（研修等の開催）、後見人支援（会議等の開催、広報、その他）

➢魚津市（委託事業）

市民後見推進事業（黒部市と共催）

目  的：「市民後見人」として活動できる人材を養成すること

内 容：講座を開催

①基礎講座：成年後見制度に関する基礎的な理念や知識などの習得

②フォローアップ講座：成年後見制度に関する基礎的な理念や知識を再習得

すると共に新たな知識の習得

対象者：魚津市・黒部市内に在住又はお勤めの方で、認知症や成年後見制度に関心の

ある方
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https://www.toyamacity-shakyo.jp/?tid=100163


市町村での取り組み例

➢成年後見制度に関する相談や支援

・地域包括支援センター、社会福祉協議会で制度の手続きの説明（委託あり）

・成年後見制度に関する出前講座の実施など広報・普及活動

➢市民後見人の養成・確保

・養成講座の実施

・市民後見人の支援

➢成年後見制度の市町村長の申立

・本人の判断能力が不十分で、身寄りがないなど様々な理由で申立てを行う親族が

 いない、またはいても申立ての可能性や意思がない場合等に、審判の開始の申立てを

 家庭裁判所にすることができる。

 （あらかじめ2親等以内の親族の有無の確認が必要になる。）

➢成年後見制度の利用に係る経費に対する助成

・申立費用（審判請求費用）

・後見人等報酬費用
13
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